
 

 

 

 

 

 

 

 

 

薬害資料データ・アーカイブズの 

基盤構築・活用に関する研究 

（課題番号：２１ＫＣ２００８） 

令和３年度厚生労働省科学研究費補助金 研究現況調査 総括報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 年 5 月  

                                         

                            研究代表者 藤吉圭二  

                        （追手門学院大学社会学部教授）  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

薬害資料データ・アーカイブズの基盤構築・活用に関する研究（21KC2008）  

令和３年度厚生労働省科学研究費補助金 研究現況調査 総括報告書  

 

目 次 

 

Ⅰ．研究概要 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   1 

    １．研究目的 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   3 

    ２．研究方法 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   3 

    ３．研究にあたっての留意事項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   4 

  ４．結果と考察 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   5 

   （１）資料整理、調査と目録作成 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   5 

   （２）オンラインによる現時点での資料整理の成果報告と意見交換 ‥‥‥   5 

   （３）薬害被害者証言インタビュー映像の分析 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   6 

（４）デジタルストーリーテリング（DST）による証言映像制作 ‥‥   6 

（５）薬害被害者運動史に関する調査研究 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   6 

（６）総括的考察 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   6 

  ５．結論 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   7 

 倫理審査・利益相反報告書類（追手門学院大学）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   8 

 倫理審査・利益相反報告書類（関西学院大学）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   9 

 倫理審査・利益相反報告書類（桃山学院大学）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  10 

 

Ⅱ．個別報告 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  11 

 （１）資料整理班研究報告  

  薬害アーカイブズの課題と資料整理班の現状  

―22 年 3 月 5 日 研究報告集会を踏まえて― 島津良子 ‥‥‥‥‥‥  13 

  島津報告添付資料 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  22 

アクセスポイントとしての箱別概要  

―「福岡スモン基金資料」の整理業務から― 小森 達郎 ‥‥‥‥‥  41 

  2021 年度研究報告会に参加して 杉山一雄 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  52 

 （２）インタビュー映像研究班報告  

2021 年度インタビュー映像研究班の成果について  

──記録と展示のあいだで── 佐藤哲彦 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  54 

 （３）被害者運動研究班報告  

薬害研究史の探索  

―日本の被害者運動史への位置づけをめざして― 本郷正武 ‥‥‥‥‥  58



 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．研究概要 
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１．研究目的  

 本研究は、2010（平成 22）年 4 月に「薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品

行政のあり方検討委員会」により、「すべての国民に対する医薬品教育を推進するとともに、

二度と薬害を起こさないという行政・企業を含めた医薬関係者の意識改革に役立ち、幅広

く社会の認識を高めるため、薬害に関する資料の収集、公開等を恒常的に行う仕組み（い

わゆる薬害研究資料館など）を設立すべきである」との指摘がなされたことに端を発する。

資料館の設立それ自体は本研究班の目的の範疇を超えるが、資料館が設立される際にはど

のようなことが必要になるか、集積された資料はどのように提供されるべきか、そうした

予備的な検討をするために研究班が組織されたと言える。現研究代表者（藤吉圭二・追手

門学院大学）が代表となって「薬害資料データ・アーカイブズの基盤構築に関する総合研

究」を実施したのは 2016（平成 28）年度のことであり、以来、少しずつ研究テーマを変え

つつも、基本的には被害者団体資料の整理と調査・目録作成に多くの予算と人員を投入し

てきた。それに先だち、上記の指摘を受けるかたちで「薬害に関する資料等の調査・管理・

活用等に関する研究」が、2013（平成 25）年度より法政大学を拠点として着手された。こ

の期間も含めれば指摘以来ほぼ 10 年にわたって薬害資料の調査、整理を続けてきたことに

なる。  

 その過程で明らかになってきたのは、「資料目録だけが整備されても薬害研究資料館の設

立まではほど遠い」ということだと言える。それらの資料がそれぞれの時期に発生した薬

害の実態を知るために必要不可欠なものであることは間違いない。しかし、資料の多くに

は大量の個人情報が含まれる。それをどの程度の範囲で公開・利用に供するかを確定しな

ければ、目録だけが整備されても研究者も含め広く人々にとって資料はアクセスできない

ままでありつづける。いずれ公開できる日がくるのを待ちつつひたすら資料調査と目録作

成のみを続けるというのでは、上記の指摘に盛り込まれた「すべての国民に対する医薬品

教育を推進するとともに、二度と薬害を起こさないという行政・企業を含めた医薬関係者

の意識改革に役立ち、幅広く社会の認識を高める」という目的は、当面のあいだ達成され

ないものと言わなければならない。  

 このような認識を踏まえ、当初は資料調査のみに携わっていた研究班に、当事者のイン

タビュー映像を研究し、また来館者の閲覧を意識した映像の作成について検討する班、お

よび、これまでに発生した薬害について、被害者運動の歴史という視点から整理する班が

設置された。これらの知見が蓄積されることで、実際の資料館における資料展示の設計（キ

ュレーション）にも資するものとなるのではないかと期待される。  

 

２．研究方法  

 上述したように本研究班は、被害者団体の資料を整理・調査して目録を作成する班、被

害者の証言映像の分析を踏まえて被害の当事者と共に独自の証言映像の作成を試みる班、
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および薬害被害者の運動史を整理する班によって構成されている。詳細はそれぞれの担当

者による報告に譲るが、2020（令和 2）年の春先より猛威を振るった COVID-19 パンデミ

ックの影響で、実際に集まっての議論や作業については控えめにせざるを得なかったもの

の、オンラインコミュニケーション等の手段を用いて作業や研究報告会などを実施した。 

 他の 2 班については別稿に譲るが、資料調査班では過去数年間の作業の成果を踏まえた

報告会をオンラインで実施した（2022（令和 4）年 3 月 5 日）。当日は、被害当事者や弁護

団の方々、医療関係者、アーカイブズの研究者、実務家など多岐にわたる分野から 40 名ほ

どの参加者を迎え、資料の検索と閲覧、個人情報の保護など、資料の活用において不可欠

の課題について関係者のあいだで議論を深めることができた。これは資料を簡単にはオー

プンにできない状況も手伝って活動内容が伝わりにくい資料整理班のこれまで活動を広く

理解していただくのによい機会であったと考えられる。  

 

３．研究にあたっての留意事項  

 本研究は既述の通り、2013（平成 25）年より継続的に実施されている薬害資料の研究を

引き継ぐかたちで、研究代表者が実施するものである。これまでの研究成果を踏まえ、ひ

きつづき作業を推進することが求められる。集会や見学会の開催が当面は困難と見込まれ

る中で、これまでに研究班が培ってきた被害者団体との協力関係をあらためて構築し直し

ていくこともまた求められる。  

 また、先にも触れたとおり実際に整理・調査の対象としている被害者団体資料には個人

名や個別の病状などをはじめとするセンシティブ情報が大量に含まれており、資料そのも

のの公開までにはクリアすべき課題がなお多く存在する。薬害の種類によっては被害を受

けた方々、また原告団を結成して裁判を闘われた方々の多くが高齢化し、逝去されている。

本人不在の状況下で個人情報保護と資料公開に関する問題をどのように処理していくのか、

これは「資料目録の作成」作業を超えた大きな課題だと言わなければならない。  

研究班が作業場に保管されている資料の一部については、すでにアイテムレベルまでの

目録作成がほぼ完了している段階に来ている。また同種の資料を所蔵している大学付置機

関（法政大学大原社会問題研究所環境アーカイブズなど）でも目録の提供が進められてい

る。個人情報をはじめとするセンシティブ情報の扱いをどうするかといった課題に配慮し

つつも、資料からどのようなことがわかるのか、またこうした資料を残していく意義はど

のようなものかについての議論が広く共有されるべき段階に来ていると言える。  

 また本研究に先行する金慶南研究班では、やむを得ない場合を除き各被害者団体がそれ

ぞれの資料を保管し、その整理方法について研究班が助言するという体制が前提となって

おり、基本的に本研究班もそれを踏襲していることとなっている。しかしながら各団体へ

の訪問や助言はごく限られた機会に実施できているに留まり、ルーチンとして軌道に乗っ

ているとはいえない状態にある。コロナ禍のもとで実際に現地調査を踏まえた助言等は引



 

5 

きつづきしばらくは困難と見込まれるが、先述の通り各セクターにおいてオンラインミー

ティングのための環境は整備されつつあり、次年度にはこうした手法も活用しつつ各団体

へのアプローチを充実させていく必要がある。  

 

４．結果と考察  

 前述のような条件のもと、2021 年度はコロナ感染の拡大に注意しつつ、以下のような活

動を軸に研究を推進した。  

（１）資料整理、調査と目録作成（大阪人権博物館から移転した大阪市港区事務所を作業

場とする）  

（２）オンラインによる現時点での資料整理の成果報告と意見交換  

（３）薬害被害者証言インタビュー映像の分析  

（４）デジタルストーリーテリング（DST）による証言映像制作  

（５）薬害被害者運動史に関する調査研究  

 以下、ここまでの記述と重複する部分もあるが、（１）～（５）について簡単に記述する。 

 

（１）資料整理、調査と目録作成  

 作業にあたってはコロナ感染への警戒が継続している状況下、マスク着用や手指の消毒

など一般的な対策に加えて、作業場での三密を避けるべく一度に集まる作業メンバーの数

を抑えるとともに、作業時間をやや短縮して作業場への往復の時間帯が朝夕のラッシュ時

とかぶらないようにするなどしてリスクの低減を心がけた。  

 作業自体は前年度までに実施してきたことを継続して推進した。昨年度時点でひとつの

被害者団体資料について、ファイル（簿冊）レベルでの調査・目録作成を経てアイテム（件

名）レベルの調査・目録作成を完了させることができたことを受け、後述の通りその成果

を公開するオンライン報告会を年度末に実施し、多くの方々の参加を得、またフィードバ

ックをいただくことができた。  

 

（２）オンラインによる現時点での資料整理の成果報告と意見交換  

 過去 5 年以上にわたってつづけてきた薬害被害者団体の資料の整理と調査、目録作成作

業がひとつの団体についてアイテムレベルまで完了したことを受け、その分類、検索等の

方法について現時点での研究内容を報告する研究成果報告会を 2022 年 3 月 5 日（土）にオ

ンラインで実施した。当日は被害当事者や弁護団の方々、医療関係者、アーカイブズの研

究者、実務家など多岐にわたる分野から 40 名ほどの参加者を迎え、資料の検索と閲覧、個

人情報の保護など、資料の活用において不可欠の課題について関係者のあいだで議論を深

めることができた。とはいえ、先に触れたとおり、原資料の公開や提供についてはなお手

つかずの状態であると言わなければならない。  
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（３）薬害被害者証言インタビュー映像の分析  

 本研究班の活動とは別に厚労省の事業として、薬害被害当事者の証言映像の収録が進め

られている。これらの映像に関して、社会学の領域で蓄積されてきた言説分析の手法を用

いた研究が進められた。今年度は、前年度まで未入手であった 2018（平成 30）年と 2019

（平成 31）年の証言映像を入手して分析を実施し、こうした素材はどのように展示さ

れうるのか、などについて検討を加えた。  

 

（４）デジタルストーリーテリング（DST）による証言映像制作  

 上記厚労省事業による証言映像撮影とは別に、被害の当事者自身が制作に加わるデジタ

ルストーリーテリング（DST）のプロトタイプ制作を実施した。仕上がった作品は著作権

や肖像権などの問題からそのまま広く公開するわけにはいかないが、一定の加工をするこ

とにより被害当事者など限られた範囲での閲覧が可能となり、DST の一つの見本として、

当事者自身による制作を促すものになりうると期待できる。  

 

（５）薬害被害者運動史に関する調査研究  

 今年度から設置された薬害被害者運動史に関する調査研究班では、まずこれまでに蓄積

されてきた薬害に関する調査研究文献のデータベースの構築に着手した。薬害がどのよう

に論じられてきたか、それを蓄積された文献によって確認することにより、じっさい薬害

をどのように展示するかに関する知見を得ることも可能となる。作業は始まったばかりだ

が、今後この作業を継続して実施していくことにより、より具体的なかたちで薬害に関す

る研究資料館のイメージが提供されることが期待できる。  

 

（６）総括的考察  

本研究班は、これまで数年にわたり薬害被害者団体が蓄積した資料を整理して調査し、

目録を作成するという地道な作業を中心に活動を進めてきた。このなかで、残された資料

そのものが重要であることはその通りであるとしても、公開、利用できない資料の目録を

作り続けるだけでは資料館の実現にはほど遠いということが明らかとなった。  

これを受け、次年度からは薬害資料館の設立という最終目標はそのままに、館内での実

際の展示をより強く意識した研究に力点を置いた研究班が組織される。資料整理の作業も

継続して実施する見込みであるが、今後は資料館の設立とその構想をより強く意識した研

究活動が実施される。  

本研究は研究計画の上では単年度扱いだが、実際には 2013～2015 年度の 3 年間は金慶

南准教授（法政大学）が中心となって研究を推進し、それを引き継いで 2016 年度からは藤

吉（追手門学院大学）が研究代表者を務める研究班が継続して研究活動を進めてきた。冒

頭に記したようにこの研究活動は、2010 年 4 月に出された「薬害肝炎事件の検証及び再発
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防止のための医薬品行政のあり方検討委員会」による「薬害に関する資料の収集、公開等

を恒常的に行う仕組み（いわゆる薬害研究資料館など）を設立すべきである」との提言を

受けて実施されてきたものだ。  

ごく限られた予算と人員で単年度にできることをこれまでに積み上げてきたが、この先、

新たな研究体制のもとで複数年度に渡る研究活動が実施できるようになるとのお話も伺っ

ている。新たに研究代表者の任を引き受けて下さる本郷正武桃山学院大学准教授のもとで、

資料館の実現に向けた動きがより具体的になっていくことを期待したい。  

 

５．結論  

 最後にあらためて確認しておくと、本研究班は薬害研究資料館を設立すべきという「薬

害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会」が 2010（平成 22）

年 4 月に発表した提言を契機として編成されている。薬害研究資料館を「二度と薬害を起

こさないという行政・企業を含めた医薬関係者の意識改革に役立」つようなものとするに

は、これまでに調査・整理・目録作成をつづけてきた被害者団体資料に限定せず、広く薬

害に関わる各セクター、すなわち薬品を製造し販売した企業、薬品の流通を認可した行政

府、薬品を処方した医療機関、これら総体を対象に資料が収集、保存、公開される必要が

ある。現状ではそれは十分な状態で望むことはできないかもしれないが、被害者団体資料

の中には、被害の当事者が苦労して集め、保存してきた各セクターの内部文書や関連文書

も含まれている。その意味で、被害者団体資料は「未だ開示されていない各セクターの記

録」の存在を知るための手がかりともなり得る。薬害研究資料館が薬害の再発防止に十全

の役割を果たすものとなるよう、関係各機関のご協力にも期待したい。  

 これまで、薬害被害当事者および弁護団の方々、厚労省副対室、作業場を提供いただい

た大阪人権博物館（リバティおおさか）関係者、また作業現場で資料調査等にあたられた

研究協力者各位など、多くのみなさまのお力添えをいただいた。末尾ではあるが記して感

謝申し上げたい。  

研究代表者 藤吉圭二（追手門学院大学）  

 

 

 

 

 



令和4年 5月 13日 
厚生労働大臣 殿                                                                              

                                   
                              機関名  追手門学院大学 

 
                      所属研究機関長 職 名  学長 
                                                                                      
                              氏 名  真銅 正宏          
 

   次の職員の令和３年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業                                         

２．研究課題名  薬害資料データ・アーカイブズの基盤構築・活用に関する研究                                         

３．研究者名  （所属部署・職名） 社会学部 教授                                 

    （氏名・フリガナ） 藤吉 圭二 （フジヨシ ケイジ）                                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □ 

 
□ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □ 
 

□ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □ 

 
□ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □ 

 
□ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



2022年  5月  17日 
厚生労働大臣  殿 

                                                                                             
                   
                              機関名 関西学院大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 村田 治           
 

   次の職員の（令和）３年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理に

ついては以下のとおりです。 

１．研究事業名  医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業                                         

２．研究課題名  薬害資料データ･アーカイブズの基盤構築･活用に関する研究                                         

３．研究者名  （所属部署・職名） 社会学部 教授                                 

    （氏名・フリガナ） 佐藤 哲彦 （サトウ アキヒコ）                                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □ 

 
□ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □ 
 

□ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □ 

 
□ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □ 

 
□ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和4年 4月 29日 
厚生労働大臣  殿 

                 
                              機関名 桃山学院大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 中野 瑞彦      
 

   次の職員の令和 3 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名 医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業             

２．研究課題名 薬害資料データ・アーカイブズの基盤構築・活用に関する研究                                          

３．研究者名  （所属部署・職名） 社会学部・准教授                                 

    （氏名・フリガナ） 本郷 正武・ホンゴウ マサタケ                                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
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薬害アーカイブズの課題と資料整理班の現状 

                                  ―22 年 3 月 5 日 研究報告集会を踏まえて― 

                             2022．4．8．島津良子 

はじめに 

 2022 年 3 月 5 日、資料整理研究班は今年度の活動についての研究報告会を実施した。 

薬害アーカイブズの基盤構築を考える、ということは、すなわち薬害資料という、ある

特質を持った資料に基づいた整理方法論とルール設計を考えることでなければならない。

もともと薬害の専門家ではないアーキビストは、なるべく典型的な量と質の資料をサンプ

ルとして、まずは薬害資料とはどのようなものなのか、その特質を知る必要がある。 

20 年度、21 年度は、2 年間続いたコロナ禍の中で、研究班の活動も大きく制限され、先

方の了解も取り付けて、実施目前であったドイツのサリドマイド関連施設の視察や、すで

に数回実施していた国内の類縁資料館を薬被連と共同で視察するという活動は、ほとんど

が実施できなくなった。半面、その予算を使って、福岡スモン基金資料の件名リストを作

成し、薬害資料の生成過程に基づく共通分類という項目を追加するという作業を大きく進

めることができた。それでもなお、同資料の件名リストへの、薬害名を入力する欄と、共

通分類①〜⑨の欄の追加、キーワード欄の入力という 3 種類の作業を最後まで終了するこ

とはできなかった。研究集会での報告も、福岡スモン基金全 31 箱の内、作業を終了した 8

箱のみについて、という限定範囲での報告となった（報告の詳細は前掲「薬害資料アーカ

イブズの基盤を考える 22．３．５．島津報告」資料を参照）。 

以下、資料整理研究班の報告した薬害資料の横断検索の方法について、専門アーキビス

トからのコメントと参加者からのコメントを踏まえて再度説明を加え、次の段階でなすべ

き仕事を列挙して、資料研究班の現状と課題を整理してみたい。 

3 月 5 日の研究報告について、コメントから得られた批判は、主として次の 2 点に集約

されるだろう。1 点目は、横断検索の方法の説明と、アーカイブズの国際的な用語定義と

の齟齬の指摘、2 点目は、提起された方法は、熟練したアーキビストのスキルを要し、手

間がかかりすぎる、むしろ被害当事者との共同作業をもっと大切にすべき、という指摘で

ある。同時に 1 点目のコメントを寄せた評者からは、提案した 9 種の共通分類による横断

検索は、あるテーマを持った主題資料館については適用可能ではないか、との評価も得る

ことができた。 
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アーカイブズ学の用語との齟齬という点については、報告者自身も「出所」とも違う、

と考え「潜在的機能」分類と呼んだり、「薬害資料の生成過程」による分類と呼んだり、資

料群ごとに同一ではないシリーズに代わるものとして、薬害資料の共通分類を薬害資料共

通のシリーズとして使用する案を提起したりと、確かに用語的迷走があった点を反省し、

今は、薬害資料の生成過程から導き出した、単純に横断検索のための「共通分類」とした

方が混乱なく受け入れられるかと考えている。むしろ重要なのは、この共通分類に、①個

人資料 ②医療機関資料 ⑥企業資料 ➆公文書資料（行政文書）をどうしても加えてお

きたいという点にある。➀はそもそも重要な一次資料でありながらなかなか資料とされに

くく、被害者本人と運命を共にして消滅しやすい、いわば私的記録（私文書）であり、②

も小さな医院などにおける投薬などの書類であり私的文書として処分されたり、あるいは

患者の診療記録への守秘義務や責任追及への危惧などからも消滅しやすく、顕在化しにく

い重要な一次資料である。そして、⑦も公文書として国⺠すべての共有財産であるとされ

ながら、開⽰請求をしてもなかなか公開されず、開⽰されても往々にして⿊塗りだらけの

開⽰となることも周知の事実である。筆者は、これら、必ず生まれているはずの薬害資料

群を、今眼前にある資料群の中には存在していなくとも、資料分類の一つとして明⽰する

ことで将来の資料化を期すことが可能となり、薬害資料の将来の再検討の可能性を広げる、

いわば資料の扉となるのではないかと考えたのである。 

2 点目の批判に対しては、むしろ、この薬害資料の共通分類を立てることで、熟練を要

すると筆者も痛感している記入項目、例えば裁判資料の場合、非常に読み取りにくい作成

者欄などの記入などを省略しても、資料の簿冊タイトルと薬害名とこの共通分類①〜⑨さ

え入力すれば、一定程度の横断検索は可能であり、当事者との共同作業、あるいは被害者

団体自前の資料リスト作成方法の簡略化にも寄与できるのではないか、と考えている 

 

1．薬害資料のマニュアル作成 

（1）「入力」マニュアル 

 当初、明確な組織を持たずに出発したであろう薬害の被害者団体事務局は、いわば自然

発生的に増え続けた書類を順次、簿冊に編綴していったことで現在の資料群を形成したと

思われる。その結果、多種類の資料が混在して綴じ込まれている簿冊が多く、薬害資料固

有の特質を把握するためのサンプル調査としては、簿冊単位の資料リストだけでは不十分
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だと思われた。サンプルとしての最初の資料整理作業は、質、量ともに、典型的な構成を

持つ被害者団体資料を、手間はかかっても、一度は件名レベルまでの資料リストを作成す

る段階まで、実際に作業をやってみる必要があると思われたのである。 

件名までの資料リストの作成には、その原簿として汎用性の高いエクセルでの入力作業

が一般的であり、入力したい項目記入に関する基準や、年月日は半角８桁の数字として入

力する、などの細かい統一に至るまでの、実務的入力マニュアルが必要である。 

 入力マニュアルを作成しながら福岡スモン基金資料の一件書類約１万点の件名リストを

作成することによって、被害者団体資料については、現在かなりのケーススタディが進ん

でいる。判断に迷うケースについて、まず判断基準と記入方法をマニュアルに文章化して

作業者と共有する、そして、同種の例にぶつかるたびにマニュアル文章が適正かどうかが

確認され、薬害資料の特質に即した、実務的入力マニュアルが作られていく。現在、この

入力マニュアルは、薬害被害者団体の所蔵する資料であれば、かなりの応用がきくのでは

ないか、というレベルまでの蓄積が進んでいる。 

 

（2）入力マニュアルの凡例化と省力化 

 次に、サンプル資料の件名リスト作成作業から抽出した入力マニュアルの文章を整理し、

一つにまとまる事項は一つにまとめ、薬害資料全体に通用する入力マニュアルへと作り上

げていく。最終的にこの入力マニュアルの簡素版が、資料リスト公開の際の「凡例」とな

る。と同時に薬害資料用の入力マニュアルから、簿冊単位のリストに関する事項だけを取

り出し、自前のアーカイブズを構想する被害者団体に、薬害資料に即した入力マニュアル

として提供することもできる。 

社会問題となり、責任追及と救済を求めた裁判を伴う薬害資料の主要部分は、9 種の共

通分類中の、➂被害者団体資料、➃弁護団資料、⑤裁判資料などであり、➃、⑤などでは

その書類の作成者などの基本項目の入力さえも統一的に入力しようとすれば、かなりの専

門知識を必要とする。当事者自身による被害者団体資料の自前の資料リスト作成には、む

しろ、その簿冊のタイトルだけを取って、残りの項目の精密な入力よりも、共通分類➀〜

⑨までの内どの資料が含まれているか、だけを優先的に入力するように思い切った省力化

をしても、簿冊内のおおよその資料内容は把握できるのではないだろうか。薬害の共通分

類①〜⑨はこのような用途に応用できるかもしれない、とも考えている。 
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2．薬害資料の横断検索 

 薬害資料には、多種類の薬害（薬被連だけで 10 薬害、12 団体）があること、1 資料群

内の資料数が大量であること、同一の薬害に関する資料であっても全国にわたる被害者団

体の保管資料が多く、その団体ごとの資料的特色を持つことなどの特徴がある。仮に薬害

研究資料館が実現すれば、必然的に薬害に関する資料全体の「ハブ」資料館としての機能

を持たざるを得ないのではないだろうか？「ハブ」資料館としての薬害資料館は、当然こ

れら多様な所在状況と多様な内容を持つ薬害関連資料を横断的に検索する方法論を持つ必

要に迫られる。 

また、スモン資料にはス全協資料のように、すでに法政大学環境アーカイブズのような

資料館に所蔵・公開されている資料もある。環境アーカイブズですでに整理された方法を

邪魔しないような横断検索の方法が必要である（当初の提案通り、シリーズに代わる階層

に共通分類を使った統一的階層を作っても良いが）、薬害名の欄と 9 種の共通分類の欄（＋

すでにあるかもしれないが、キーワードの欄）の３欄を薬害研究資料館の負担で追加する

方法でなら、他館の整理成果を否定することなく、リンクすることが可能ではないか、と

考えられるのである。 

 

（1）薬害名項目の追加 

薬害資料全体を検索する際、現在薬被連に加入している 10 薬害の名称だけでも薬害種

類ごとに検索し、資料を分別できる必要がある、という事は、誰しもが認めるところだろ

う。例えば、薬害名（公害他、薬被連以外の薬害名も含む）を使った実演でも⽰した通り、

薬害名の欄を追加した福岡スモン基金資料の資料リストからは、作業済みの 8 箱の資料を

対象とするだけでも、公害資料 398 セル、ミナマタ病資料 215 セル、HIV 資料 82 セルが

ヒットする。弁護団メンバーの共通性があることからか、スモン以外の社会問題関連の資

料が群を抜いて多いことが一目瞭然に読み取れるのである。 

 

（2）被害者団体自前での資料リスト作成 

薬害名項目と共通分類項目の追加によって負担を軽減しつつ便宜性の高まる使い方と

して、被害者団体自前での資料リスト作成を簿冊リストレベルに限定し、薬害名、共通分
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類の二つの欄だけを追加入力してもらう方法はどうだろうか。タイトルと薬害名、9 種の

共通分類の入力、たったこれだけの入力作業をするだけでも前述した通り、他の薬害資料

や公害などの類縁資料との関係性が一定程度浮かび上がるし、①個人資料、②医療機関資

料、⑥企業資料、➆公文書（府県などの行政文書）を含んだ共通分類を意識することで、

今は資料として顕在化していなくとも、その系統の資料が生成されて確実に存在し、将来

これらの資料を含めた総合的視点からの薬害研究が必要であることを当事者自身が意識し、

被害者団体所蔵資料の整理が軽負担で進められるのではないだろうか。 

これらの作業を被害者団体の手を借りて、資料整理班のメンバーとの共同作業として進

めれば、筆者が何度か説明会を開いたときによく聞かれた質問、「どんなものが資料なのか、

がよくわからない」という声に対する答えも被害者団体での活動メンバー、被害当事者な

どの間での共通認識として醸成され、ゆくゆくは被害当事者自身や家族が保管している個

人資料や遺品などの資料も被害者団体自身によって資料化される可能性が高まるのではな

いだろうか、また、当事者が作業に加わることで、公開ルールの設計にも当事者として参

加しようとする意識も生まれ、逆にこのような共同作業を行う中で、学生を含めての資料

研究班のメンバーも、当事者の感覚を少しでも共有することが可能となるのではないだろ

うか、という期待がある。利用ルールの設計については、（薬害資料のような個人の人権と

尊厳に関わる資料を多数含む資料の場合は特に）当事者を何らかの形で包括する、開かれ

た議論のもとで設計、改良し続ける必要があると思うからである。 

 

（3）キーワードの統制 

福岡スモン基金資料の作業でもキーワード欄を設けての入力を試みているが、採用語句

があまりにも多岐にわたりすぎて、閲覧者はどう検索して良いか、見当がつかないのでは

ないか、と思われた。キーワードには、ヒット率を高めるためにも、何らかの統制をかけ

る必要がある。そこで考えたのが、多様なキーワードをいくつかのグループに分けること

で少数のキーワードグループに再編成する、という方法である。語句自体を統制するには

再度すべての資料内容を読み返すほどの手間がかかる。被害者団体の「会計決算」や「会

計簿」、「会計書類」など多様なキーワードとして入力されているキーワードのすべてを統

一的な語句に置き換えることは極めて困難である。そこで、会計関係のキーワードはすべ

てピンクセルにするなどの、語句の統制に代わる別の識別方法でのグループ化はできない
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か、という発想である。これは作業の中核を担ってくれている大学院生の思い付きである。

薬害資料で言うなら、会社名は異なっても、訴訟の相手方である製薬会社名はすべてブル

ーセルなど色でグループ化する、などの方法が考えられる。主要なキーワードをグループ

化して検索可能にしてしまえば、最後に残った雑多なキーワードは「その他のキーワード」

グループに入れてしまえる。応用として、地域資料であれば、奈良県なら奈良県内の市町

村名はすべてグリーンセルでグループ化しておく、などの方法で、キーワードに統制をか

けることも可能ではないだろうか。工夫次第で、無限の語句に広がりやすいキーワードの

一定の統制が可能になるのではないだろうか。 

 

3．その他の活動 

（1）緊急避難活動 

薬害事件の当事者や事務局が維持しきれなくなった資料の随時受け入れ、これは絶対に

外せない職務である。まずは捨てられる事を防ぐことからすべてが始まるからである。 

 

（2）段階的調査 

 福岡スモン基金資料のサンプル調査が 31 箱の最後まで到達して以降は、第一にスモン

の他の被害者団体資料へと整理作業を拡大するという方向と、第二にスモン以外の薬害資

料（例えば肝炎）の原告団⻑個人保管の資料など、異なる薬害に関する資料で、スモンと

は出所も時代も量も違う資料群の調査に作業を移し、薬害共通の入力マニュアルや検索装

置の適合性をさらに検証する、という二つの方向が考えられる。学生バイト 2 名とスタッ

フ１．５人分として、月 3 回程度の稼働分しかない 2022 年度予算額でできる作業は限ら

れている。まずは 31 箱の残り 23 箱分の追加欄の入力作業を優先し、その後は第二の方向

を次の段階の作業として考えることがベターであろう。 

 資料整理調査には、常に時間と予算の限定がある中、ある段階で調査を中断する「段階

的調査」という考え方がある。本科研で求められているのは、複数の薬害資料について対

応できるアーカイブズの基盤構築研究であって、薬害資料全体の入力マニュアルを考える

ためには、別の薬害種類で、出所、量ともに異なる薬害資料の整理作業へとシフトする事

が現段階では必要と思われる。 

研究計画の見通しをつけるためにも、従来から再々提案しているように、厚労省科研の
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研究班全体での中期計画（例えば 5 年計画）の策定、中期計画内での到達目標と実現可能

な予算配分などを話し合い、科研内での各班の協力体制が必要であると思われる。 

 

（3）資料公開に向けたルール設計 

個人の人権と尊厳にかかわる非常にセンシティブな資料を多く含む、薬害資料の公開ル 

ールの設計、これが資料整理班の取り組むべき、最難関の次の重要課題である。 

22 年 3 月 27 日（日）、筆者は、シンポジウム「医療ヘルスケアアーカイブズの保存と利

用に関わる諸課題と当事者参加」に参加した。シンポでは、薬害資料の公開ルールを検討

する上で非常に参考になる、医療データのアーカイブズ化の課題が検討されていた。差別

を再燃させない公開とは？個人情報保護法や情報公開法、公文書管理法などの関係法規と

の関係は？などなど、薬害資料のアーカイブズ化に取り組む筆者としては非常に刺激的な

シンポジウムであった。日経新聞 22 年 1 月 20 日紙面に、全面広告として「カルテは誰の

もの」、「医療のデジタル化の現状と課題」等々の記事が掲載されたこともそのシンポで教

えられた。医療資料をアーカイブズ化しようとする機運は確実に盛り上がっている。 

しかし、厳密な公開ルールが完成してから、などとなると、資料公開は⻑期間保留され

ざるを得ない。当面は、資料は薬被連所属の被害者団体所有の資料として権利関係を整理

し、道義的条項の覚書交換で、少なくとも資料リストの閲覧は順次許可する方向をも考え

るべきではないだろうか。 

 

（4）現物資料の保全と複製データ（デジタルデータ）の作成 

薬害資料には利害と立場の異なるステークホルダー（利害関係者）が多数存在し、一つ

の薬害裁判に関する資料であっても、被害者団体をはじめとして、様々な立場の利害関係

者のもとに薬害資料が蓄積される。そして、資料の成立期が印刷とコピーの時代ゆえに、

重複する資料もまた多量に存在する。裁判所には裁判資料としての薬害資料が残され、弁

護士事務所（もしくは弁護士個人）には弁護団が作成した膨大な資料が残されているはず

である。さらに、薬事行政を管轄する厚労省をはじめ、地域の（特に府県の）公文書館に

は府県文書の一部として、行政がかかわった、薬害関連資料が残されている。これらの中

には京都府庁文書内のジフテリア事件関連書類のように、すでに当事者団体は存在せず、

行政にしかまとまった量の資料が確認できていない資料もある。裁判資料のように、何か
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所にも重複して保存されている資料と、いまだ資料としての認識さえ薄い個人資料など消

滅しやすく、どこにも残らない資料との差が激しい。まずは資料リストを作成し、重複資

料を割り出してから複製物の作成、デジタル化という順にしなければ、コストがもたない。

同一物の重複からは、選別・廃棄ルールの検討もいずれ必要となるだろう。デジタルボー

ン（初めからデジタルで作成された資料）の存在も考えなければならない。 

複製物の作成としてのデジタルデータ、またはデータベース用の電子データ等々、セキ

ュリティの確保と現物資料の保全（近代の工業生産による用紙の劣化への対応と保全計画、

酸性紙問題など）については、最後に課題としてここにあげるのにとどめておく。 

  

おわりに 

アーカイブズは、単なる倉庫ではない。同様に、アーキビストも粛々と資料にナンバー

を与え、資料リストを完成させればそれで良いという倉庫番ではない。アーキビストとは、

一般に考えられている以上にアクティブに、⻑期間にわたって資料と関わり続けて資料活

用を進化させる専門職であると筆者は考えている。 

第 1 に、アーキビストは、保存（死蔵）するだけでは単なる「モノ」でしかない、文字

による記録物を、活用できるように「資料化」する初動調査の重要な担い手である。 

第 2 にアーキビストとは、研究者の学術的利用だけのためではなく、健康被害治療の医

学的進歩や救済制度のために役立ててほしいと願う当事者や、エビデンス（証拠、根拠）

に基づいた新しい薬事行政の政策立案を求める人たち、あるいは薬害資料に学び、薬害根

絶のための薬害教育を確立しようとする人たち等々、より良い未来のために過去の出来事

（薬害）に学ぼうとするすべての閲覧者たちに、資料についてのメタデータ（明確な典拠

に基づいた、資料のアウトライン記述）を提供し、求められる資料にたどり着くための絞

り込みの適切な方法と道筋を提⽰し、公開と利用に関するルールを設計し、改良し続ける

仕事であると考えられる。 

第 3 に、一つの薬害資料（例えば「福岡スモン基金資料」）から、今現在の視点のみで読

み出される意味内容だけに満足することなく、複数の薬害資料との複眼的分析と、現在の

資料的、かつ歴史的限界を超えた将来の再検討をも可能にする事を念頭に置いた方法論を

模索し、新たに得られた研究成果を再び資料のメタデータに付け加えることによって、常

に「資料を育てていく」専門職、というのがアーキビストなのではないだろうか。 
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第 4 に資料の持つ意味内容分析の現段階を、展⽰や研究成果の発表によって利用者に⽰

し、その成果を教育キットにまでまとめること（いわゆる教育普及活動）もアーキビスト

の仕事であり、デジタルアーカイブが求められる現代では、テクノロジーの進歩とともに、

どこでも誰でも、より広範に、より簡便に資料にアクセスし、活用できるソフトを考える

という役目もアーキビストに求められる時代になって来ている。 

薬害資料がお互いにリンクされ、アーキビストと当事者とが共同してルール設計やアー

カイブズ化に参画できるよう、入力方法の標準化とテンプレート化、までのブラッシュア

ップも求められることになるだろう。アーキビストが学ぶべき分野もかつてない程に広が

ってきている。 
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アクセスポイントとしての箱別概要 

―「福岡スモン基金資料」の整理業務から― 

 

小森 達郎 
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2021 年度研究報告会に参加して 

岡山県立記録資料館 杉山一雄 

 

今回、島津良子氏からのご案内で初めて「薬害アーカイブズの基盤研究」のプロジェ

クトが進められていることを知り、オンンラインでの開催であったことから参加させてい

ただきました。 

私の所属する岡山県立記録資料館は、岡山県立の公文書館として 2005 年９月に開館し

ました。岡山県庁及び県機関等の公文書だけでなく、県にとって重要な古文書（私文書）

や写真、記念品などの記録資料を幅広く収集保存し、一般の利用に供しています。私が主

に担当しているのは公文書なので、目録作成の際に薬害に関して必要なキーワード登録や

保存資料の選別の参考にしたいと思い報告をお聞きしました。 

当館が作成する公文書目録は、引継いだ年度毎に課・室・機関名別に簿冊１点ずつに

付番し資料群を作ります。そして、個々の簿冊標題と作成年度をデータベースに登録し、

公開までに利用者が検索時にヒットしやすいキーワードを文書から抽出して内容登録しま

す。件名目録を作成し件名内容を登録すれば検索しやすくなるのですが、現状では簿冊情

報を充実させた上での公開に注力しています。したがって、当館の目録情報から薬害に関

して検索するとすれば、保健福祉関係の課名、例えば「医薬安全課」や「保健所」などで

検索すると関連文書が見つかり、さらに「薬」「診療」「医療」などの単語を付加すれば絞

り込めるでしょう。ただ、公文書の場合は同じような標題を踏襲し、内容も似たものが多

いことから検索するキーワードが少ないとヒットする資料数は膨大になります。当館だけ

でも公文書は約 7 万点、古文書（私文書）等を含めると約 30 万点所蔵しており、検索し

た資料を利用するためには膨大な時間と労力が必要になります。 

公文書の簿冊には、島津氏が資料分類としてあげた 9 分類のうち、個人や団体からの

陳情・要望などが上がってくれば①個人資料、②医療関係資料、③患者・支援団体資料が

綴られるでしょう。裁判となれば、関係部署で④弁護団資料、⑤裁判資料を関係者から可

能な限り取り寄せ、企業からの聞き取りも⑥企業資料をもとに行い、県の報道発表だけで

なく関連するあらゆる媒体の⑧報道資料を収集することから、⑨その他を含めるとすべて

の分類資料が⑦公文書に含まれる可能性があります。 

薬害に関係する資料を扱う類縁機関では、島津氏の資料分類に従って分類する有用性

は可能との意見もありました。確かに、公文書を 9 分類で登録することは困難です。しか

しながら、簿冊情報を作成する際にこの分類を使った内容説明をすることは可能ではない

か。つまり簿冊情報や件名の内容備考に 9 分類の単語を入れて目録作成を行えば、利用者

が目的の資料に辿り着きやすくなるのではないかと感じました。これらの単語を使用する

ことは、特段の習熟した知識や経験は必要ないと考えられ、それぞれの組織によって資料
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の登録・管理の方法は違っても、ある程度標準化された検索しやすい目録になるのではな

いかと期待できますし、さらに専門的知見から重要と思われるキーワードの提言が加わる

と、組織間の横断検索も含めて一層有効に利活用できると考えられます。 

ところで、県庁と県の出先機関から引継ぐ公文書は、簿冊名（事案名）が似通ってい

れば同じ文書や資料が綴られていることが多くありますが、完全に同じものではありませ

ん。例えば県庁からの調査依頼を受けた出先機関が調査結果を県庁に報告した場合、出先

機関が調査記録をそのまま報告することもあれば要約して報告する場合もあります。要約

した場合は調査記録の個票は出先にしか残らず、同じ文書でも出先機関の数だけ資料が存

在するため、地域の現状や調査の詳細な内容は知ることができません。つまり、一括りに

される公文書でさえ、県庁と地域行政を担う出先機関では同じ事案に関する記録内容の密

度に差異があります。 

当館でいう古文書（私文書）は公文書を除くすべての地域資料で、資料所蔵者や地域

で保存できなくなった資料を収集しています。基本的には資料の出所又は内容の地域（基

礎自治体）名と家や個人・団体名で文書群名を付して、それぞれの文書群情報を付加して

いるので、地域や関係団体名で資料検索するようになります。前述したように、公文書で

もある事案について詳細な記録を保存するためには出先機関作成文書も必要です。公文書

は公的目線で選別して編冊されていますし、島津氏の資料分類にあたる資料の大半が綴ら

れていたとしても、それぞれの資料作成者が作成した資料のすべてではないと考えておく

べきでしょう。そのため、きちんと後世に継承していくためには、作成者である個人や団

体などの目線で残された地域資料は不可欠であり、それらも含めたすべての資料を相互に

比較検証することが重要です。 

薬害に関するアーカイブズは、利用する人や利用される時代によってさまざまな視点

で活用されると思います。自治体、個人、企業や関係団体などが保存するアーカイブズを

有効活用し、正しく検証可能にするための取り組みとして、今回の報告での資料分類と登

録方法の報告は興味深いものでした。薬害資料に対する大分類の視点は、多様な内容を含

む公文書目録を作成する際に大いに参考にさせていただき、横断検索を含めてアーカイブ

スをより利用しやすくなるように、登録内容を工夫していきたいと思います。 



54 

 

2021 年度インタビュー映像研究班の成果について 

──記録と展示のあいだで── 

 

佐藤哲彦（関西学院大学） 

 

 2021 年度は前年度から継続的に取り組んでいる二つの課題、すなわち証言映像の分

析ならびにデジタルストーリーテリングの制作実践と、2021 年度から試験的に開始し

た新しい課題、すなわち薬害被害者の肖像写真撮影実践、これら三つの課題に取り組

んだ。以下では、それぞれの項目について、その成果とそれを踏まえた今後の課題につ

いて報告する。そして最後に、これまでのこの班の研究を振り返って、薬害アーカイブ

ズ研究に必要な論点について言及しておきたい。 

 

（1）証言映像の分析 

 これまで当研究班では、薬害被害者による証言映像について、それらのトランスク

リプションに分析用の記号を挿入しつつ当該映像を記述することを通して、薬害経験

を成り立たせる言語的特徴やストーリーと、それらを可能にする技法に関する分析を

行ってきた。この分析によって証言映像をどのようにカテゴリー化して記録すること

ができるのか、またそれを踏まえてどのように整理し資料として展示できるのかを考

えるためである。これが当初、当研究班に課された課題であった。この分析については

2021 年度も継続し、新たな証言映像に対して分析を行った。 

 そこで 2021 年度は、昨年度まで未入手であった平成 30 年と平成 31 年の証言映像を

入手し、それらを上記の方法で記述することにより、これまで仮説的に得ている知見

の検証を行い、それによって、薬害経験はどのように語られるのか、そしてそのように

語られる薬害経験の証言映像はどのように展示されうるのか、などについて検討した。

これらの作業は、証言映像とは何かという一般的な知見を検討するものであるととも

に、薬害経験の証言映像を記録し展示する場合に、それ特有の証言映像において実践

されているカテゴリーとの関係でどのように分類し、またそれをどのような形で視聴

者に伝える必要があるのか、などについての基礎的な知見を提供するものである。 

 具体的には、今年度は平成 30 年に撮影された薬害ヤコブ被害者の証言映像を 2 本、

薬害スモン被害者の証言映像 1 本、陣痛促進剤被害者の証言映像 1 本それぞれを対象

とし、それらのトランスクリプションを分析用に編集して検討した。ここでは個々の

分析は省略するが、薬害の被害体験を成立される一般的ディスコース（佐藤 2016; 

2018）すなわち、原因論・責任論・構造論・連帯論などとは別に、個別的で個人的な体

験のもつ意味の重要性が、これまでの研究と同様に観察された。このような一般性と
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個別性の組み合わせこそが、薬害の被害体験をそれそのものとして成り立たせている

と考えられる。この知見はさらなる証言映像で検証していく必要があるだろう。 

 

（2）デジタルストーリーテリングの制作実践 

 薬害被害に関するデジタルストーリーテリング（以下、DST）制作は、薬害資料の展

示において、当事者が主体的に関与する形での記録及び展示実践に対して貢献するも

のと考えられる。そこで当研究班では、2019 年度にこれを発案し、2020 年度に試験的

にワークショップを実施し、2021 年度においてはその制作を継続的に行った。これに

よって、展示用の短い映像を制作するということに限らず、DST というメディア実践の

可能性と問題点を浮き彫りにし、薬害 DST の記録的価値と展示的価値に関する記述を

蓄積することが可能になると考えたからである。この活動の将来計画上の論点として

は、将来的に薬害アーカイブズの研究班およびインタビュー映像研究班が解散したと

しても、その技法が被害者団体に引きつがれて DST 制作が可能となるということがあ

げられる。ただし、それにはさらなる知見や経験の蓄積と、実際の被害者の方々の DST

ワークショップへの参加が必要となる。 

 そこで、まずはその参加を促すための資料となるプロトタイプの薬害 DST を制作す

るのが 2021 年度の活動と位置づけ、薬害エイズに関する DST を 1 本制作し、薬害教育

検討会において試験的に放映した。その結果、視聴した検討会委員らからは好意的な

反応が得られた。 

 そこで 2022 年度は、まずはプロトタイプ制作にたずさわっていただいた当事者の要

望にもとづき、映像の一部のマスクとあらたな映像の挿入に協力し、その後に薬害資

料展示室において公開できるように仕上げることを予定している。さらにコロナ禍が

継続したためにできなかった薬害 DST 制作のためのワークショップを、感染状況が落

ち着けば安全に配慮して開催し、薬害被害者自身が DST にコミットする機会を設ける

必要があると考えられる。 

 

（3）薬害被害者の肖像写真撮影実践 

 将来的な薬害資料展示のことを念頭におき、また薬害被害経験のリアリティを補強

する意味で、2021 年度に試験的に開始したのが薬害被害者の肖像写真撮影である。こ

れを考案したのは、そもそもは証言映像の分析により、薬害被害者と一般社会の連帯

の重要性が示されたためである。 

 すなわち、薬害被害者は薬害の一部として一般社会から差別され排除される経験を

しており、薬害被害者ディスコースにおいては、それに対して再び社会との連帯を求

めていることが明らかになっている（佐藤 2016; 2018）。これは、彼ら被害者にとっ
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ては、市民としての役割の再取得が目指されていると言っていい。しかしながらその

一方で、薬害被害を訴えることだけでは、薬害被害者としての役割に被害者らを固定

してしまう恐れがある。換言すれば、薬害防止活動が、その意図せざる結果として被害

者らを被害者カテゴリーに閉じ込めてしまう恐れがあるということである。そのよう

な役割に閉じ込められてしまうことは、むしろ「同じ市民であること」に反し、被害体

験の一般性を減じてしまう恐れがある。そこで、「市民としての薬害被害者」を示すた

めに、被害者像を強調しない、ごく一般的な市民としての姿を人びとに示す必要があ

ると考え、そのための肖像写真撮影に試験的に着手した。これは多くの撮影が進みそ

れらが展示され、一般的に鑑賞されることを通してこそ達成されるプロジェクトであ

るといえよう。これまでのところは、薬害エイズの被害者 2 名、陣痛促進剤被害の被

害者 1 名の肖像撮影を行った試験的なものとなっている。このプロジェクトは被害者

全般に当てはまるものとして、数多くの肖像が必要であり、したがって 2022 年度以降

も継続的に行うことが必要とされる。 

 

（4）これまでの研究を振り返って──記録と展示の間で── 

 最後に、これまでの作業と研究を振り返って、今後必要となる薬害アーカイブズ研

究の論点について述べておきたい。 

 上でも触れたように、当初この研究班は証言映像を分析してその特徴を記述するこ

とで、証言映像を詳説するための言語的資源の開発や、証言映像を記録する際のカテ

ゴリーの提案などを目的としていた。しかしながら、薬害アーカイブズ研究は、ただ単

に記録を整理することが目指されているわけではなく、当然ながらその結果として、

それらを資料として活用可能にすることもまた目指されている。すなわち、展示とい

うことである。 

 その目的に鑑みれば、証言映像の分析だけでは不十分であることは、各地で証言映

像を展示している博物館を観察することで気づかされる。もちろん証言映像は非常に

重要であり、記録として残す必要のあるものであることは言を俟たない。しかしなが

ら、それは一般的な意味で展示には時間的に長すぎるのである。一方、上でも触れたよ

うに、資料館構想は、薬害被害者が一般社会に求める連帯の回路であり表現である。し

たがって、そのような連帯を機能的に実現することを肯定的に評価する価値を「展示

的価値」を名付け、「記録的価値」とペアにして実践する必要性があると、これまでの

報告で指摘してきた。端的には、記録があれば一般社会との連帯が自動的に保証され

るというわけではないということである。 
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 そのような基礎的な議論の上に、この研究班では証言映像の分析に加え、DST と肖像

写真という二つのプロジェクトを試験的に導入し、証言映像や薬害被害者言説の「展

示的価値」を高める工夫を行うことにしたのである。 

 実際のところ、これらは、この研究班が本来持つと想定されていた活動を、自らの研

究成果にもとづいて書き直すことで成立した、いわば自省的なプロジェクトである。

その意味で特殊な展開をしたプロジェクト群であるが、薬害というある意味で一般的

でありつつも、その一方で特殊であるような社会問題経験を理解し、また防止するた

めには、おそらくこのような特殊な作業が必要であると考えられる。その意味で、記録

と展示のあいだに定位可能なさまざまな活動が、今後も必要とされると考えられよう。 

 

文献 
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薬害研究史の探索 

―日本の被害者運動史への位置づけをめざして― 

 

本郷 正武（桃山学院大学） 

 

 被害者運動研究チームは、薬害問題を一連の日本の被害者運動史の中に位置づける

ことで、薬害問題の特質を浮かび上がらせることを主目的としている。すなわち、薬

害問題は日本の医薬領域に固有の問題ではなく、公害問題などに端を発する産業化し

た社会が産み落とした問題の一つの表れであるという考えを採る。しかし一方で、薬

害という言葉が定着し、さまざまなかたちで転用されるに至ると、その意味は変容し

ていくことも想定できる。本チームでは、これまでの薬害問題が統一的で一貫した薬

害定義のもとに存在する社会事象として前提にはせず、広く外延を探ることを通して、

薬害資料展示に不可欠な定義の要素を探求していくことをめざす。  

 

１．薬害調査研究のデータベース化 

 既存の薬害調査研究文献を収集し、データベース化するためには、薬害問題の外延

を（暫定的に）定義することが出発点となる。そこで本チームでは、薬害を「医薬品

を介して不可逆的に健康が損なわれた時に、その健康被害を救済し、補償するようは

たらきかける訴訟をはじめとする一連の組織的活動」（本郷  2021）とし、訴訟を含め

た被害者運動の一つとして薬害をとらえるよう留意した。具体的には、全国薬害被害

者団体連絡協議会（薬被連）の加盟団体の薬害問題に関する文献の収集から開始した。  

 上記のように薬害定義をする一方で、その定義からこぼれ落ちる問題についても、

既存の薬害問題とのコントラストをつける意味でも重要と考え、広く網をかける意味

合いで文献収集から排除しないこととした。具体的には、スティーヴンス・ジョンソ

ン症候群（SJS）やベンゾジアゼピンといった、薬被連に加盟していないが薬害を掲げ

ている問題も検索の網に収めた。  

 このような作業の結果、今年度は Excel による文献リストの一部が立ち上がり、そこ

から薬害研究の全容の一端を次のように明らかにできた。第一に、薬害問題に関する

社会（科）学的な論考は、医学論文や薬害訴訟に関する法学論文に比べてかなり少な

いということである。薬害に関する社会（科）学論文がもつ意義を探求することは、

本科研事業の範疇を超えるが、薬害概念の成立とその普及の過程を考察する意味でも、

このような現状を把握した上でおこなわなくてはいけないことを確認した。第二に、

被害当事者の手記や評伝をどのように文献リストの中に位置づけるかという課題が浮

上した。もとより、被害者のみならず加害者側に位置づけられた当事者たちの手記は
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重要なデータである。このデータを執筆・出版当時にさかのぼって読み解く上で重要

なのは、当時の医療情報の水準のみならず、薬害という言葉の解釈のされ方、弁護士

の薬害訴訟の担当経験などといった背景情報や社会的文脈である。ただ年代順に文献

を並べるだけでなく、当時の社会的文脈とセットで参照する必要が、特に当事者の手

記では求められることが確認できた。第三に、薬害事象の広がりである。すでに本科

研研究班の佐藤哲彦により、薬害スモンがいわゆる今日的な薬害のはじまりであるこ

とは確認できている。その一方で、薬被連発足の 1999 年前後で、薬害に期待される意

味合いも大きく変わっていることが、特に薬害問題の外延を画定する中で明らかとな

った。まだ仮説の域を出ないものの、薬被連成立以前は、薬害は自分たちの被害を表

象する旗印としておもに機能していたが、成立以後は、薬害は問題解決や運動のため

の資源として運用されるようになっていることが推察できた。  

 以上のような、既存の薬害関連文献を渉猟することで、薬害概念自体の意味とその

変遷を知ることに加え、戦後日本に噴出した被害者運動を視野に入れることで、当該

の薬害問題に紐付けられた研究動向をたどる必然性を確認できた。  

 

２．薬害資料展示に向けて 

 本科研の最終目標は、薬害資料館に展示・公開に資する各種薬害資料とはいかなる

ものかを検討し、展示物を創出することである。そのために本チームでは、展示のベ

ースとなる、薬害にまつわる「そもそも」論——薬害とは何か、薬害とみなされない

ことで何が取りこぼされるのか、など——を常に問い続ける任務を負っている。それ

により、何が展示・保管されるべき資料なのかを示すガイドラインを整備することに

つながるであろう。 

 今年度の成果——薬害研究文献（一部）のデータベース化と収集——を踏まえて、

次年度以降の課題を示しておきたい。一つは、薬害研究文献データベースの拡充であ

る。今年度はパイロット版のため、できるところから収集・リスト化していったが、

散漫になる可能性があるため、今後は薬害エイズ以前の薬害スモン、サリドマイド薬

害、クロロキン薬害という、かつて「三大薬害」と名指された問題群を中心に集中的

に研究文献にあたりたい。特に、スモンやサリドマイドとは異なり、クロロキン薬害

は薬被連に加盟していないことも含め、まとまった先行研究もきわめて少ないという

特徴がある。この点は、訴訟にかかわった弁護士などの伝手をたどることで、より薬

害資料に厚みをもたせることができればと考える。そのために、本郷が研究代表者で

ある日本学術振興会科学研究費補助金（基盤研究(B)）による研究チームの研究課題「薬

害の社会的過程の分析——Biological Citizenship の観点から」とオーバーラップする点

が多々あることから、緊密な連携が求められる。第二に、実際に薬害資料がどのよう
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な状態でいかほど整理された状態にあるのかを、薬被連加盟団体への調査から明らか

にすることである。本科研班長の藤吉圭二を中心とするアーカイブチームによると、

薬被連が保管する資料には、個人の裁判記録や私信、日記、写真などプライベートの

度合いが非常に高く、資料の公開や保存にあたって匿名性が壁になるものが多く含ま

れている。このような実態を踏まえた上で、先行研究ではどのような資料に学術性や

研究資料的価値が見出されているかを明らかにするとともに、その実態をつぶさに追

いかけていく必要があるであろう。こうした理論的な積み重ねと、資料展示に向けた

実践的な状況把握とを往還することで、より薬害資料の必要性や優先度を探ることが

可能になることが期待できる。  
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